
参加無料　定員200名

■講演会プログラム
１．開会挨拶
	 広島市健康福祉局　障害福祉部長　荒木　清希

２．障害者雇用の現状と障害者雇用促進法の概要について
　　広島労働局　職業安定部職業対策課
　　地方障害者雇用担当官　加藤　一也

３．「障害者雇用は『働き方改革』の決め手になる」
	 小島　健一　氏（鳥飼総合法律事務所　弁護士）

４．	分科会
　　［第１部］
　　〇精神・発達障害者しごとサポーター養成講座
　　　　精神障害や発達障害に関する基礎的な知識等をお伝えします。
　　〇パネルディスカッション
　　　～障害者雇用と職場定着について～
　　　�　トヨタカローラ広島株式会社（広島市西区）で働く当事者の

社員の方、障害者採用担当の社員の方、就労定着支援事業所の担
当支援員に登壇いただき、パネルディスカッションを行います。

　　［第２部］
　　〇「はじめてみよう障害者雇用」
　　　～	事業主支援ワークショップ（情報提供・意見交換）～
　　〇�障害のある社員とのコミュニケーション・スキルアップセミナー
　　　～	SSTを活用した人材育成プログラム（研究発表・演習）～

障害者雇用の拡大・定着のための

企業向け講演会
日　時 	 令和元年11月22日㈮
	 9：30～16：15
会　場 	 広島市総合福祉センター	ホール
	 	（BIG	FRONT	ひろしま	５階）
� 〒732-0822�広島市南区松原町５番１号

アクセス 	 JR 広島駅南口
� 広島電鉄本線広島駅から徒歩３分
主　催 	 	広島市
� 広島労働局
� （独）高齢・障害・求職者雇用支援機構広島支部�広島障害者職業センター
� 特定非営利活動法人�就労ネット

障害者雇用の拡大・定着のための

企業向け講演会

講演会の
ご案内 企業とともに
障害者雇用について考える場

広島市
主催

お車でお越しの場合、駐車場（有料）には限りがあります。
できるだけ公共交通機関をご利用ください。

お申込み詳細は裏面に記載しています。



■講演会プログラム
１．開会挨拶（９：30）
　広島市健康福祉局　障害福祉部長　荒木　清希

２．	障害者雇用の現状と障害者雇用促進法の概要について
	 （９：40）

　広島労働局　職業安定部職業対策課
　地方障害者雇用担当官　加藤　一也

３．「障害者雇用は『働き方改革』の決め手になる」（10：30）
　小島　健一　氏（鳥飼総合法律事務所　弁護士）

４．分科会
　【第１部】（13：00）
　⑴　精神・発達障害者しごとサポーター養成講座

　⑵　パネルディスカッション
　　　～障害者雇用と職場定着について～

　【第２部】（14：15）
　⑴　「はじめてみよう障害者雇用」
　　　～�事業主支援ワークショップ（情報提供・意見交換）～

　⑵　�障害のある社員とのコミュニケーション・スキルアップ
セミナー

　　　～SSTを活用した人材育成プログラム（研究発表・演習）～

※分科会については各部、⑴⑵のどちらかにご参加ください。

企業向け講演会のお申し込み方法 お申し込み
〆切り日　�令和元年11月15日㈮

■�参加を希望される分科会に をご記入くだ
さい。（※講演会の趣旨から企業の人事・労務担
当者の参加を優先させていただきます。）

　第１部⑴□精神・発達障害者しごとサポーター養成講座
　　　　⑵□パネルディスカッション
　第２部⑴□はじめてみよう障害者雇用
　　　　⑵□ 障害のある社員とのコミュニケーション・スキルアップセミナー
　※各部⑴⑵のどちらかに　をご記入ください。
■�参加を希望する分科会に期待することが�
ありましたらご記入ください

✓

■記入要項

①企業名

②企業所在地

③ご氏名� 様

④連絡先
���（TEL・携帯） ⑤ご参加人数� 名

⑥希望がありましたら をご記入ください　　□手話通訳　　□要約筆記

※ご記入いただいた個人情報は、講演会の目的以外に使用いたしません。
※定員を超えた場合のみご連絡いたします。　

FAX またはメールでお申込み
ください。
FAX の方は以下の項目にご回
答の上、こちらの用紙を右記ま
で送信してください。

お申込み・
問い合わせ先 ファックス

	（082）504－2256
メール

	 jiritsu@city.hiroshima.lg.jp
TEL
	（082）504－2148

� 広島市障害自立支援課（担当：宮地、檜垣）

■講師のご紹介
小島　健一　氏
鳥飼総合法律事務所（東京）　パートナー弁護士
■人事労務を専門とし、問題社
員の処遇から組織・風土の改革、
産業保健、障害者雇用まで、先
手必勝の企業経営に貢献する紛
争予防・迅速解決のコンサル
ティングを提供
■メンタルヘルス不調やハラス
メントが関わる深刻な案件も、
早い段階から依頼者に寄り添い、
解決まで支援
■「メンタルヘルス／産業保健
法務主任者｣ 資格講座運営・認
定委員なども務め、「働き方改革」「健康経営」「精神／発達障害
の就労支援」「治療と仕事の両立支援」等での著作・講演も多数

■企業のご紹介
トヨタカローラ広島株式会社（本社：広島市西区）
　1961年創業、地元広島でお客様のカーライフをトータルサ
ポートして参りました。
　2018年７～12月ＣＳ（お客様満足）調査では、トヨタ販売店
第２位（全国279社）の評価。障害者雇用については、主に店舗
での洗車業務を任せており、現在13名が働いています。お客様
満足に拘る当社で、重要な役割を担っています。


